
26,451,703

17,464,962

2,980,310
1,147,626

3,595,100
0

10,000
10,470

80,288
172,146

4,192,039
1,922,409

425,586
301,360

554,999
283,806

1,209,000
927,409

7,900,000
8,050,023

5,504,381
4,649,713

平成28年度第2回目のさぬき市財政事情を公表します。今回は、平成28年度の収支状況（平成28年12月31日現在）な
どについてお知らせします。なお、詳しい市の財政状況については、ホームページに掲載していますのでご覧ください。

さぬき市財政事情の公表について平成28年度 第2回

平成28年度一般会計収支状況

予算現額
収入済額

市 税

地 方 交 付 税

譲 与 税 ・ 交 付 金

分担金および負担金

使用料および手数料

国 ・ 県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

市 債

そ の 他

歳 入 合 計

平成28年度収入状況

※その他＝繰入金・繰越金・諸収入

（単位：千円）

議 会 ・ 総 務 費

民 生 費

衛 生 費

農 林 水 産 業 費

労 働 ・ 商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

公 債 費

そ の 他

歳 出 合 計

予算現額
（単位：千円）支出済額平成28年度支出状況

※その他＝災害復旧費・諸支出金・予備費

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
漁 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計
多 和 診 療 所 事 業 特 別 会 計
津 田 診 療 所 事 業 特 別 会 計
観 光 事 業 特 別 会 計
共 通 商 品 券 発 行 事 業 特 別 会 計
建 設 残 土 処 分 場 事 業 特 別 会 計

平成28年度特別会計収支状況

※一般会計、特別会計とも予算現額・収入済額・支出済額は繰越額を含む。

（単位：千円）

4,362,851
305,876

3,394,207
34,252

208,272
20,839
5,483
7,930
2,814

56,311
6

82,487
66,233

4,496,301
326,375

3,630,567
16,472

1,021,296
70,393
19,897
42,737
5,418

64,686
30,819
60,075
80,582

7,001,800
672,500

5,667,969
27,500

2,333,790
151,000
42,800
80,400
12,808

103,500
42,100

105,900
112,445

予算現額会　　　計　　　名 収入済額 支出済額

（単位：千円）予算額　26,451,703　収入済額　17,464,962　支出済額　12,774,948

病院および水道事業の収支状況

（単位：千円）病院事業
【予定額】 【収支済額】

【問】予算調整室　☎（087）894-6371

収入
4,731,178

支出
4,823,149

収入
211,678

支出
362,527

収益的 資本的

収入
3,256,138

支出
3,162,909

収入
106,700

支出
233,061

収益的 資本的

（単位：千円）

収入
1,273,670

支出
1,179,501

収入
6,303支出

510,677

水道事業
【予定額】

収益的 資本的

収入
897,522

支出
474,429

収入
0

支出
168,821

【収支済額】
収益的 資本的

市債借入金の現在高

一般会計
22,907,832

公共下水道事業特別会計
11,273,170

農業集落排水事業特別会計
786,164

漁業集落排水事業特別会計
317,802

簡易水道事業特別会計
68,016

観光事業特別会計
10,996

病院事業会計
2,724,871

水道事業会計
3,780,090

合計
41,868,941

（単位：千円）

【一般会計】 【一般会計】

予防接種のお知らせ

　麻しんは感染力の強い疾患であり、防ぐためには予防接種が効果的とされています。
　また、麻しん・風しんは乳幼児期にかかることが多いため、1歳になったらなるべく早く第1期の予防接種を受
けるようにしましょう。
　平成28年度対象者（自己負担：無料）
【第1期】 生後12か月～24か月に至るまでの間にある方
【第2期】 平成22年4月2日～平成23年4月1日生まれ
 （5歳以上7歳未満で小学校就学前1年の間にある方）

　　今年度の第2期の対象者で、まだ予防接種を受けられていない方は、　　　
平成29年3月31日までに予防接種を受けましょう！！
（3月31日を過ぎると任意接種となるため、全額自己負担となります。）
　☆予診票を紛失した方は再発行しますので、国保・健康課までご連絡ください。

高齢者の肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎を予防するためのワクチンです。下記内容をご確認いただ
き、医療機関へご予約の手続きをお願いします。
※①の対象の方には5月上旬に予診票を発送しています。
■対 象 者　①平成28年度に次の年齢となる方

　さぬき市へ転入された方で90か月（7歳6か月）未満のお子さまの保護者の方は、今までに受けている予防接
種についてご連絡をください。予防接種の種類によっては通知の時期を過ぎている場合がありますので、必ずご
連絡をお願いします。
　90か月以上～高校3年生相当年齢の方についても、公費（無料）で接種できる場合がありますので、国保・健
康課までご連絡をお願いします。

　長期にわたり療養を必要とする疾病で予防接種を受けられなかった方が、回復後2年以内に接種する場合に
は、定期接種として認められる場合があります。
　対象となる疾病の種類や対象年齢等については、国保・健康課までお問い合わせください。

②60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の身体障害者手帳1級を保持する
方またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方

■接種期間　平成28年4月1日（金）～平成29年3月31日（金）まで
※この期間を過ぎると任意接種となるため、全額自己負担となります。

■接種回数　1回　
※過去に成人用肺炎球菌ワクチン（23価）を接種したことがある方は対象外となります。

■自己負担　2,500円（接種した医療機関でお支払いください。）
※市民税非課税世帯および生活保護法による被保護世帯に属する方は免除制度があります。

【問】国保・健康課（長尾支所2階）　☎（0879）52-2518

昭和26年4月2日生～昭和27年4月１日生の方
昭和21年4月2日生～昭和22年4月１日生の方
昭和16年4月2日生～昭和17年4月１日生の方
昭和11年4月2日生～昭和12年4月１日生の方
昭和　6　年4月2日生～昭和　7　年4月１日生の方
大正15年4月2日生～昭和　2　年4月１日生の方
大正10年4月2日生～大正11年4月１日生の方
大正　5　年4月2日生～大正　6　年4月１日生の方

65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳

100歳

対 象 生 年 月 日年 齢

この対象者は、3月末までが
対象期間です。
4月からは有料となりますの
でご注意ください。

【問】中国四国農政局香川支局　地方参事官ホットライン　☎（087）831-8151

　政府の農林水産業･地域の活力創造本部において、青色申告を行っている農業者を対象とした収入保険制度の導
入が決定されました。
　青色申告は、自分の経営を客観的につかむための重要なツールです。青色申告には、税制上のメリットもあります
ので、早速、取り組んでみましょう。
　新たに青色申告を始めるためには、個人の場合、平成29年3月15日までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申
請書」を提出する必要があります。
　この申請を行えば、平成29年分の所得から、青色申告を行うことができます(申告時期は平成30年2月～3月) 。

農業者の皆様へ　青色申告を始めましょう

26,451,703

12,774,948

1,903,502
680,431

3,257,805
1,563,860

2,395,708
1,422,026

858,541
512,574

2,782,435
535,540

614,459
336,519

1,079,565
420,603

2,703,806
1,564,446

7,330,671
4,115,076

3,525,211
1,623,873

接種希望の方は3月末までに
お受けください。
4月からは、全額自己負担と
なりますのでご注意ください。

麻しん（はしか）風しん予防接種について

高齢者の肺炎球菌ワクチン定期予防接種について

転入された方へ

長期療養のため定期接種を受けられなかった方へ
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